
1 

 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 猶予期日 

【山形県】 

新庄市（しんじょうし） 

最上郡 最上町（もがみぐん もがみまち） 

最上郡 舟形町（もがみぐん ふながたまち） 

最上郡 真室川町（もがみぐん まむろがわまち） 

最上郡 大蔵村（もがみぐん おおくらむら） 

最上郡 鮭川村（もがみぐん さけがわむら） 

最上郡 戸沢村（もがみぐん とざわむら） 

2018年 8月 31日 2018年 10月 31日 

（2018年 9月 1日現在） 


